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2025年 12月 12日 

お客様各位 

 

「電気・ガス料金支援事業」に伴う電気料金の値引きについて 

 

伊藤忠エネクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田畑信幸、以下「当社」）は、経

済産業省の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」（以下「本事業」）実施に伴い、以下の通り電気料金の値

引きを行いますので、お知らせいたします。 

本事業は、お客様の使用量に応じた電気料金から、政府が指定する単価の値引きを行った事業者に対し

て、その原資を政府が支援するものです。本事業による値引きに関して、お客様ご自身でのお手続きや当

社へのご連絡は不要です。 

 

◼ 本事業による電気料金値引きの概要 

下記対象期間の電気料金計算において、燃料費調整単価※1 から、以下の値引き単価※2 を差し引いた単

価を反映いたします。毎月の値引き単価については請求書等にてお知らせいたします。なお、特別高圧で

受電されるお客様は、今回の電気料金値引きの対象外となります。 

※1：毎月の燃料費調整単価は、こちらの URLよりご確認ください。 

※2：市場連動プランでご契約中のお客様は、以下の値引き単価に使用電力量を乗じた金額を 

「その他調整」にて値引きいたします。 

 対象期間 値引き単価 

値引き 

内容 

低圧 

2026年 2月、3月電気料金（2026年 2月、3月検針分） 
4.50円/kWh（税込） 

4.10円/kWh（税抜） 

2026年 4月電気料金（2026年 4月検針分） 
1.50円/kWh（税込） 

1.37円/kWh（税抜） 

高圧※3 

2026年 2月、3月電気料金（2026年 3月、4月検針分※4)  
2.30円/kWh（税込） 

2.10円/kWh（税抜） 

2026年 4月電気料金（2026年 5月検針分※4） 
0.80円/kWh（税込） 

0.73円/kWh（税抜） 

※3：当社「電気需給約款（九州電力取次/高圧）」の実量制に基づき、ご契約頂いている九州

エリアで繰上検針をご利用のお客様の値引き単価を１か月早めて適用し、2026年 1月、2月、

3月の電気料金を対象といたします。なお、適用開始月は小売電気事業者ごとに異なるため、

対象月にずれが生じることがありますが、値引き単価は同一です。 

※4：検針日が各月 1日以外のお客様は、電気料金の算定対象月が検針月と同一となります。 

ご参考 
政府によるモデルケース試算（使用電力量 400kWh/月、低圧）では、2026年 2、3月分は各月

1,800円（税込）、2026年 4月分は 600円（税込）程度のお値引きとなります。 

 

 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
https://www.itcenex.com/ja/business/detail/power-retailing/backnumber.html
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【お問い合わせ先】 

伊藤忠エネクス株式会社 

電力・ユーティリティ部門 電力法人営業部 

TEL：03-4233-8041、E-mail：PU-hanbai@itcenex.com 

 


